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１. 和歌山大学施設の概要

（１）用    途

        学校

          ４学部

          ４大学院

          １専攻科

          １０附属機関

          事務局

 (２) 所 在 地

        栄谷団地：和歌山市栄谷９３０

        吹上団地：和歌山市吹上１－４－１

        西小二里団地：和歌山市西小二里２－５－１８

        西高松団地：和歌山市西高松１－７－２０

 (３) 敷地面積

      　栄谷団地：４１４,５８８ｍ2

      　吹上団地：６４,６９６ｍ2

      　西小二里団地：１２,１４１ｍ2

      　西高松団地：５,０００ｍ2

      　合計：４９６,４２５ｍ2

 (４) 建物延床面積

      　栄谷団地：８６,５１０ｍ2

      　吹上団地：１６,０５９ｍ2

      　西小二里団地：３,７９３ｍ2

      　西高松団地：１,６８０ｍ2

      　合計：１０８,０４８ｍ2

 (５) 建物一覧

①栄谷団地

教育学部本館 1985 R5

１
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頁

版  数
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№ 建 物 名 称 建 築 年

001 10,814



 図書館･システム情報学センター 1985 R3

基礎教育棟 1985 R3

体育館 1985 R2

大学会館 1985 R2

音･美･技棟 1985 R2

設備棟 1985 R3

プール附属施設 1985 R1

排水処理施設 1985 R1

共用実験室 1985 R1

本部共通棟 1986 R4

課外活動施設Ⅰ 1986 S4

農器具庫 1986 S1

温室 1986 S1

生物環境装置室 1986 S1

体育器具庫（陸上競技場） 1986 S1

体育器具庫（多目的グラウンド） 1986 S1

弓道場 1986 S1

薬品庫 1986 R1

経済学部本館棟 1987 R5

経済学部講義棟 1987 R3

経済学部南棟 1987 R2

男子寄宿舎共用棟 1987 R1

男子寄宿舎渡り廊下 1987 R1

男子寄宿舎Ａ 1987 R5

男子寄宿舎Ｂ 1987 R5

女子寄宿舎共用棟 1987 R1

女子寄宿舎 1987 R5

教育学部講義棟 1987 R2

課外活動施設Ⅱ 1987 S2

栄谷会館 1988 R2

体育器具庫（クレーコート） 1988 S1

教育学部車庫 1988 S1

経済学部車庫 1988 S1
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12,210

4,699

2,814

2,632

2,080

801

97

800

145

99

54

2,675

51

80

43

188

40

4,087

3,090

1,125

198

90

960

960

493

436

43

1,351

54

54



課外活動施設Ⅲ 1989 S2

教育実践総合センター 1994 R2

システム工学部A棟 1997 R8-1

ふれあい会館 1998 R1

システム工学部B棟 1999 R6

危険薬品庫 1999 R1

実験排水処理施設 1999 R1

産学連携・研究支援センター 2001 R3

特高受変電施設 2003 R2

総合研究棟 2003 R6

課外活動施設Ⅳ 2005 S1

マット小屋 2007 W1

トレーニングルーム 2007 S1

課外活動施設Ⅴ 2008 S1

観光学部本館棟 2010 W2

観光学部研究棟 2010 W2

観光学部ドーム・スタジオ棟 2010 W2

②吹上団地

中学校校舎 1989 R3-1

中学校体育館 1898 R2-1

ポンプ室 1989 R1

中学校車庫･倉庫 1989 R1-1

小学校校舎 1990 R3

小学校体育館 1990 R3

プール附属施設 1991 R1

③西小二里団地

管理部棟 1977 R2

中高等部棟 1977 R2

屋内運動場 1977 S1
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038

049

043
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1,150
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4,423

14

99

16

668

1,000

125

延床面積(ｍ2)

5,280

2,079

134

25

構造・階

695

6,801

1,505

235

延床面積(ｍ2)

1,373

405



小学部棟 1978 R1

車庫 1979 R1

運動器具庫 1979 R1

プール機械室 1978 B1

プール器具庫 1978 B1

温室 1978 S1

屋外便所Ⅰ 1982 B1

屋外便所Ⅱ 1987 R1

日常生活訓練棟 1994 S2

農器具庫 2005 S1

車庫Ⅱ 2005 S1

作業実習室 2007 S1

金工・木工室 2010 S1

④西高松団地

松下会館 1961 R2

 (６) 主要設備概要

①栄谷団地 主要設備

1)電気設備

・特高22kV2回線（常用･予備）受電

　変圧器2,000KVA×2台　並列運転　コンデンサ100kVA×2台

・高圧6.6kV受変電設備10カ所　変圧器6,395kVA（43台）　コンデンサ825kVA（9台）

2)空調･衛生設備

・揚水設備、排水設備

・空調、換気設備

・給湯設備

・水泳プール

3)排水処理施設

・生活排水処理施設

・実験排水処理施設

20

020 51

021

建 築 年

016

№ 建 物 名 称

017
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018

019

004

005
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4)昇降機設備

・エレベータ

②吹上団地 主要設備

1)電気設備

・高圧6.6kV受電

　高圧受変電設備　変圧器550kVA（4台）　コンデンサ60kVA（2台）

2)空調･衛生設備

・揚水設備、排水設備

・空調、換気設備

・給湯設備

・水泳プール

3)排水処理施設

・生活排水処理施設

③西小二里団地 主要設備

1)電気設備

・高圧6.6kV受電

　高圧受変電設備　変圧器200kVA（2台）　コンデンサ40kVA（2台）

2)空調･衛生設備

・揚水設備、排水設備

・空調、換気設備

・給湯設備

・水泳プール

3)排水処理施設

・生活排水処理施設

④西高松団地 主要設備

1)電気設備

・高圧6.6kV受電

　高圧受変電設備　変圧器70kVA（2台）　

2)空調･衛生設備

・揚水設備、排水設備

・空調、換気設備

・給湯設備
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２. エネルギー管理標準の目的・適用範囲並びに運用方法

 (１) 制定の目的

      本エネルギー管理標準は、国立大学法人和歌山大学の省エネルギー活動を効果的に推進すること

    を目的として、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下「省エネ法」という）及び和歌

    山大学の教育、研究活動に適合したエネルギー管理標準を策定し、地球温暖化防止のための省エネ

    ルギー活動を推進する。

 (２) 適用範囲

      エネルギー管理標準の適用範囲は、次のとおりとする。

    １) 適用エネルギー

        エネルギー管理標準の適用エネルギーは、本大学の外部から供給される「電力｣・｢固体燃料・

      液体燃料及びガス燃料等の化石燃料」等並びに、それらを用いて製造される「冷温熱｣・｢蒸気｣・

      「光」及び「動力」等の加工エネルギーとする。

      但し、非常用エネルギー並びに職員宿舎及びサテライトで使用されるエネルギーは適用対象外と

　　　する。

    ２) 適用対象設備機器

        エネルギー管理標準の適用対象設備機器は、本大学に設置される「エネルギー受入れ設備機器｣

      ・｢エネルギー加工設備機器｣・｢エネルギー輸送設備機器」及び「最終エネルギー使用設備機器」

      並びに「建物｣とする。

    ３) 適用対象者

        エネルギー管理標準の適用対象者は、本大学に出入する「大学教職員｣・｢施設業務委託先担当

      者｣・｢その他大学施設運営に関わる者」及び「学生」とする。

 (３) 運用方法

      エネルギー管理標準の運用方法については、以下の通りとする。

    １) 制定と改廃及び改定の起案

        エネルギー管理標準の制定と改廃及び改定の起案は、エネルギー管理企画推進者が行い、エネ

      ルギー管理統括者の承認を受けて発効する。

    ２) 改定要求とその処置

      ①  エネルギー管理標準適用対象者は、エネルギー管理標準について改定の必要性を認めた場合、

        エネルギー管理員もしくは各部局のエネルギー管理責任者に対し、文書で改定の要求を行うこ

        とが出来るものとする。

      ②  エネルギー管理員及び各部局のエネルギー管理責任者は、改定要求事項が合理的と判断した

        場合、エネルギー管理企画推進者に改定の要求を行うことが出来るものとする。

版  数
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第１版
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    ３) 周知と遵守

      ①  エネルギー管理標準の周知は、エネルギー管理企画推進者が行うものとする。

      ②  エネルギー管理標準適用対象者は、エネルギー管理標準の規定を遵守するものとする。

３. エネルギー管理体制

 (１) エネルギー管理組織と機能

    １) エネルギー管理組織の長は、学長とする。

    ２) エネルギー管理組織図は、別紙１の通りとし機能は次の通りとする。

      ①  エネルギー管理組織は、本大学全体及び団地別・部局別の省エネルギー化推進に必要な方針

        及び方策の策定を行うものとする。

      ②  エネルギー管理組織は、本大学各団地別及び部局別のエネルギー使用結果の集約並びに評価

        分析を行うものとする。

      ③  エネルギー管理組織は、本大学各団地別及び部局別のエネルギー使用状況に関する監査と評

        価を行うものとする。

 (２) 職責と権限

    １) 省エネルギー化推進を効果的に実施するために、職責と権限を定め周知する。

    ２) エネルギー管理統括者は、施設担当理事とする。

        エネルギー管理統括者は、以下の項目について職責と権限を有するものとする。

      ①  エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること。

      ②  エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること。

      ③  エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等に関すること。

      ④  中長期計画書及び定期報告書等の報告書の作成事務に関すること。

    ３) エネルギー管理企画推進者は、施設整備課長とする。

        エネルギー管理企画推進者は、以下の項目について職責と権限を有するものとする。

      ①  エネルギー管理統括者の補佐を行う。

      ②  エネルギー管理標準に規定された事項及びエネルギー管理統括者の指示を実施するために必

        要な、関係者からの情報の受領並びに関係者への伝達を行う。

      ③  エネルギー管理標準の制定・改廃及び改定に関する起案を行う。

    ４) エネルギー管理員は、資格所有者の内からエネルギー管理統括者が指名するものとする。

        エネルギー管理員は、以下の項目について職責と権限を有するものとする。

      ①  省エネルギー法に従って
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        ａ) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持を行う。

        ｂ) エネルギーの使用量及び使用状況の記録を行う。

        ｃ) エネルギーを消費する設備に関する記録を行う。

        ｄ) エネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃状況の記録を行う。

      ②  エネルギーの使用の合理化に関する方策の策定並びに環境管理委員会への意見具申を行う。

    ５) 各部局のエネルギー管理責任者は、各部局担当事務長又は課長とする。

        各部局エネルギー管理責任者は、以下の項目について職責と権限を有するものとする。

      ①  担当部局のエネルギー使用実績の把握

      ②  部局内部の省エネルギー活動の推進

      ③  環境管理委員会への参画

 (３) 教職員・学生の教育・訓練

    １) エネルギー管理に関する教職員・学生の教育・訓練を実施する。

    ２) 教育・訓練の内容は次の通りとする。

      ①  省エネ法の概要並びに同法に定められたエネルギー管理に関する事項

      ②  本大学のエネルギー管理標準の内容と運用に関する事項

      ③  本大学のエネルギー使用状況に関する事項

      ④  省エネルギーを図るための留意事項、実行すべき事項

      ⑥  その他省エネルギーに関する事項

    ３) 教育・訓練の実施方法は、シンポジウムの開催、文書による周知、ホームページ掲載などの他、

　　　　学外講習、学外研修にも積極的に参加する。
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４. エネルギー管理方針の策定

 (１) エネルギー管理方針

    １）本大学の他方針に則して下記のエネルギー管理方針を定めるものとする。

      ①  地球温暖化防止のための省エネルギー活動を推進する。

      ②  定期的な見直しによりその継続的な改善を図る。

      ③  大学活動のすべてにおいて、関連する法規制及び学内規定を遵守する。

      ④  積極的に情報を開示する。

    ２）本大学において、エネルギーを消費する設備機器の運転管理・計測記録・保守点検・新設及び

      更新措置に関して、エネルギー管理標準を設定し、これに準拠した管理を行うものとする。

 (２) 省エネルギー目標

    １) 中期目標の設定

        ５か年計画の中期目標を設定する。中期目標の設定に当たっては、日常管理における省エネル

      ギー活動並びに、投資を伴う省エネルギー計画の予想効果を織り込むものとする。

    ２) 年度目標の設定

        中期目標を年度毎に区分し、年度目標を設定するものとする。

    ３) 省エネルギー目標を設定もしくは見直しする場合は、下記事項を考慮して行うものとする。

      ①  省エネルギー法及び施設管理に関する法規制における要求事項の変化

      ②  省エネルギーに関する技術上の選択肢の変化

      ③  本大学における財政上・運用上及び事業上の要求事項の変化

５. エネルギーの使用量の把握体制

 (１) 団地別・部局別エネルギー消費量の把握と環境管理データーの把握

    １) 既存の積算電力量計・ガスメーター及び量水器等の計量器に加え、必要箇所に計量器を設置す

      ることによりエネルギー消費量を把握するものとする。

    ２) 各計量器による計量は、１か月に１回以上実施するものとする。

    ３) 環境管理のために室内の適当な場所に温度計を配置するものとする。

 (２) 系統図及び設備管理台帳の整備

    １) 受配電単線結線図・配電線路図・空調系統図及び給水等の系統図を整備して、エネルギーの流

      れを把握するものとする。

    ２) 受変電設備、空調設備等の設備管理台帳を整備し、主要な機器の仕様、設置年月、修理･改造

      内容等の履歴を記録し管理するものとする。

第１版
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エネルギー管理組織図

※各部局のエネルギー管理責任者は、各部局担当事務長又は課長とする。
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１. 目的

    この管理標準は、国立大学法人和歌山大学のエネルギー管理を適切に実行して省エネルギーを実現

    する為に、エネルギー原単位管理標準を設定することを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学が管理運営する施設全般（職員宿舎・サテライトは除く）に関するエネルギー原単位管理に

    適用する。

１. エネルギー原単位の管理

 ① 省エネルギー目標の基本はエネルギー原単位による

    ものとし、エネルギーの使用の絶対量の管理は原単

    位管理を補完するものとする。

 ② エネルギー原単位は分子に原油換算エネルギー使用

    量［k ］を、分母には延床面積［ｍ
2
 ］を使用する  単位

    ものとし、年単位で管理するものとする。 　［k ／ｍ
2
・年］

 ③ エネルギー原単位は本大学全体に加え、団地別にも

    管理するものとする。

２. エネルギーの使用の絶対量の管理

 ① エネルギーの使用の絶対量は本大学全体・部局別及  電力

    び建物別、並びに電力・ガス及び重油等の燃料別並 　月間使用量［kWh］

    びに給水の別で管理するものとする。 　年間使用量［kWh］

 ガス

　月間使用量［ｍ
3
 ］

　年間使用量［ｍ
3
 ］

 重油

　月間使用量［ｍ
3
 ］

　年間使用量［ｍ
3
 ］

 給水

　月間使用量［ｍ
3
 ］

　年間使用量［ｍ
3
 ］

管 理 基 準項 目

エネルギー
の管理基準

１

エネルギー原単位管理標準 版  数 第１版

内 容
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１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・計測記録・

    保守点検・新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「パッケージエアコン(ＥＨＰ)」に適用する。

１. 空調運転区画の限定 １(1)①ア

 ① パッケージエアコンの運転は、使用している区画の

    みに限定し、不必要な運転を行わない。

 ② パッケージエアコンの運転停止が、区画使用者の判

    断に委ねられている場合は、運転区画に関する標準

    を区画使用者に周知徹底する。

２. 空調負荷の軽減 １(1)①ア

 ① パッケージエアコンの負荷の軽減に努める為、窓に

    設置してあるカーテンやブラインド等を有効に活用

    するよう、区画使用者に周知徹底する。

３. 空調運転時間の管理 １(1)①ア

 ① パッケージエアコンは、目的の区画の使用開始時に

    必要な状態になる最も遅い時間に運転を開始し、使

    用終了時は直ちに停止する。

 ② パッケージエアコンの運転停止が、区画使用者の判

    断に委ねられている場合は、必要最小限の運転を区

    画使用者に周知徹底する。

４. 室内温度・湿度の管理 １(1)①ア

 ① 空気調和を実施している区画の室内温度設定は、夏 冷房：２８℃

    期冷房時と冬期暖房時については政府推奨温度を基 暖房：１９℃

    準に設定し、中間期については極力空調負荷を減少

    させるよう努めて設定し、これを維持する。

 ② 空気調和を実施している区画の室内温度設定が、区

    画使用者の判断に委ねられている場合は、温度設定

    に関する標準を区画使用者に周知徹底する。

 ③ 空気調和を実施している区画の室内湿度設定は、夏

    期冷房時、冬期暖房時と中間期に分けて設定し、こ

    れを維持する。

 ④ 空気調和機に設置している加湿装置は、冬期以外は

    加湿運転を停止する。

５. 稼働台数の制御 １(1)①カ

 ① 複数の空気調和機で構成されている区画は、負荷の

　　使用状況に応じて稼働機器の選択及び稼働台数の縮

　　減に努める。

 ② パッケージエアコンの運転停止が、区画使用者の判

    断に委ねられている場合は、稼働台数の制御に関す

    る標準を区画使用者に周知徹底する。
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２

パッケージエアコン(ＥＨＰ) 版  数 第１版



１. 温度・湿度の測定 １(1)②ア

 ① 所定の位置で、温度・湿度を定期に測定し、その結 　１回／２ヶ月

    果を記録する。

２. 電圧・電流の測定 １(1)②イ

 ① 個別機器ごとに電圧・電流を測定し、その結果を記 　１回／年

　　録する。

１. パッケージエアコンの保守点検 １(1)③ア

 ① パッケージエアコンの熱損失を防止する為、ケーシ １回／３ヶ月

    ングや冷媒配管の保温材や断熱材に剥離や損傷が無

    いか点検する。

 ② パッケージエアコンの室内機の動力損失を防止する  点検・清掃

    為、フィルターに目づまりが無いか点検し、定期に 　シーズンイン時

    フィルターを清掃する。

 ③ パッケージエアコンの室外機の動力損失を防止する  点検

    為、室外機熱交換器表面に塵埃の付着が無いか点検 　シーズンイン時

    し、必要に応じ熱交換器表面を清掃する。  清掃

　汚損が酷い時

２. 自動制御装置の保守点検 １(1)③イ

 ① パッケージエアコンの熱損失や動力損失を防止する 　異常が見られた時

    為、自動制御装置(センサー部)の機能を点検する。   

１. 容量の選定 １(1)④ア(ｱ)

 ① パッケージエアコンの容量は、熱需要の変化に柔軟

    に対応が出来るものとし、エネルギーの効率的利用

    を図るものとする。

２. 運転する区画の設定 １(1)④ア(ｱ)

 ① パッケージエアコンは、可能な限り個々の区画ごと

    に個別制御が出来るものとする。

３. 高効率機器の選定 １(1)④ア(ｲ)

 ① パッケージエアコンは、効率の高い機器を選定する

    ものとする。

４. 容量の制御 １(1)④ア(ｴ)

 ① パッケージエアコンは、回転数制御装置等による変

    風量システムを採用し、負荷に応じた運転制御が出

    来るものとする。
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５. 室外機の設置場所 １(1)④ア(ｷ)

 ① パッケージエアコンの室外機の設置は、設置場所の

    日射や通風状況、集積する場合の通風状態等を考慮

    する。

６. 計測と管理 １(1)④ア(ｸ)

 ① 空気調和を実施する区画ごとに温度・湿度等空気調

    和の効率の改善に必要な事項の計測に必要な機器を

    設置し、適切な空気調和の制御・運転分析が出来る

    ものとする。

７. 特定機器の機種の選定 １(1)④イ

 ① エネルギーの使用の合理化に関する法律第７８条第

    １項により定められたエネルギーを消費する機械器

    具(特定エネルギー使用機器)に該当するパッケージ

    エアコンを新設する場合は、エアコンディショナー

    の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

    に規定する基準エネルギー消費効率以上の効率のも

    のの採用を考慮する。

判断基準
番  号

管 理 基 準

新

設

措

置

頁 ４

パッケージエアコン(ＥＨＰ) 版  数 第１版
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１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・計測記録・

    保守点検・新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「ガスヒーポン(ＧＨＰ)」に適用する。

１. 空調運転区画の限定 １(1)①ア

 ① ガスヒーポンの運転は、使用している区画のみに限

    定し、不必要な運転を行わない。

 ② ガスヒーポンの運転停止が、区画使用者の判断に委

    ねられている場合は、運転区画に関する標準を区画

    使用者に周知徹底する。

２. 空調負荷の軽減 １(1)①ア

 ① ガスヒーポンの負荷の軽減に努める為、窓に設置し

    てあるカーテンやブラインド等を有効に活用するよ

    う、区画使用者に周知徹底する。

３. 空調運転時間の管理 １(1)①ア

 ① ガスヒーポンは、目的の区画の使用開始時に必要な

    状態になる最も遅い時間に運転を開始し、使用終了

    時は直ちに停止する。

 ② ガスヒーポンの運転停止が、区画使用者の判断に委

    ねられている場合は、必要最小限の運転を区画使用

    者に周知徹底する。

４. 室内温度・湿度の管理 １(1)①ア

 ① 空気調和を実施している区画の室内温度設定は、夏 冷房：２８℃

    期冷房時と冬期暖房時については政府推奨温度を基 暖房：１９℃

    準に設定し、中間期については極力空調負荷を減少

    させるよう努めて設定し、これを維持する。

 ② 空気調和を実施している区画の室内温度設定が、区

    画使用者の判断に委ねられている場合は、温度設定

    に関する標準を区画使用者に周知徹底する。

 ③ 空気調和を実施している区画の室内湿度設定は、夏

    期冷房時、冬期暖房時と中間期に分けて設定し、こ

    れを維持する。

５. 稼働台数の制御 １(1)①カ

 ① 複数の空気調和機で構成されている区画は、負荷の

　　使用状況に応じて稼働機器の選択及び稼働台数の縮

　　減に努める。
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１. 温度・湿度の測定 １(1)②ア

 ① 所定の位置で、温度・湿度を定期に測定し、その結 　１回／２ヶ月

    果を記録する。

２. 電圧・電流の測定 １(1)②イ

 ① 個別機器のごとに電圧・電流を測定し、その結果を 　１回／２ヶ月

　　記録する。

１. ガスヒーポンの保守点検 １(1)③ア

 ① ガスヒーポンの熱損失を防止する為、ケーシングや 　１回／３ヶ月

    冷媒配管の保温材や断熱材に剥離や損傷が無いか点

    検する。

 ② ガスヒーポンの室内機の動力損失を防止する為、フ  点検・清掃

    ィルターに目づまりが無いか点検し、定期にフィル 　シーズンイン時

    ターを清掃する。

 ③ ガスヒーポンの室外機の動力損失を防止する為、室  点検

    外機熱交換器表面に塵埃の付着が無いか点検し、必 　シーズンイン時

    要に応じ熱交換器表面を清掃する。  清掃

　汚損が酷い時

２. 自動制御装置の保守点検 １(1)③イ

 ① ガスヒーポンの熱損失や動力損失を防止する為、自 　異常が見られた時

    動制御装置(センサー部)の機能を点検する。

項
目

内 容
判断基準
番  号

管 理 基 準

計

測

記

録

保

守

点

検

省エネルギー法に
基づくエネルギー
管 理 標 準

第 二 章    個別設備管理標準 頁 ６

ガスヒーポン(ＧＨＰ) 版  数 第１版



１. 容量の選定 １(1)④ア(ｱ)

 ① ガスヒーポンの容量は、熱需要の変化に柔軟に対応

    が出来るものとし、エネルギーの効率的利用を図る

    ものとする。

２. 運転する区画の設定 １(1)④ア(ｱ)

 ① ガスヒーポンは、可能な限り個々の区画ごとに個別

    制御が出来るものとする。

３. 高効率機器の選定 １(1)④ア(ｲ)

 ① ガスヒーポンは、効率の高い機器を選定するものと

    する。

４. 容量の制御 １(1)④ア(ｴ)

 ① ガスヒーポンは、回転数制御装置等による変風量シ

    ステムを採用し、負荷に応じた運転制御が出来るも

    のとする。

５. 室外機の設置 １(1)④ア(ｷ)

 ① ガスヒーポンの室外機の設置は、設置場所の日射や

    通風状況、集積する場合の通風状態等を考慮する。

６. 計測と管理 １(1)④ア(ｸ)

 ① 空気調和を実施する区画ごとに温度・湿度及び炭酸

    ガス濃度等空気調和の効率の改善に必要な事項の計

    測に必要な機器を設置し、適切な空気調和の制御・

    運転分析が出来るものとする。

ガスヒーポン(ＧＨＰ) 版  数 第１版

項
目

内 容
判断基準
番  号

管 理 基 準

省エネルギー法に
基づくエネルギー
管 理 標 準

第 二 章    個別設備管理標準 頁 ７
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１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・計測記録・

    保守点検・新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「換気設備」に適用する。

１. 運転する区画の限定 １(1)①キ

 ① 換気設備の運転は、使用している区画のみに限定し、

    不必要な運転を行わない。

 ② 換気設備の運転停止が、区画使用者の判断に委ねら

    れている場合は、運転区画に関する標準を区画使用

    者に周知徹底する。

２. 換気量の管理 １(1)①キ

 ① 臭気を発生していない区画は、換気設備を運転して  炭酸ガス濃度

    いる区画の室内炭酸ガス濃度が､１,０００ｐｐｍを 　１,０００ppm以下

    超えない範囲で換気量を調整する。

    但し、一酸化炭素濃度・浮遊粉塵量が法定値を超え

    る場合は、全ての項目が満たされる換気量とする。

 ② 臭気を発生している区画は、換気設備を運転してい

    る区画の臭気が区画外へ漏出しない範囲で換気量を

    調整する。但し、室内炭酸ガス濃度・一酸化炭素濃

    度・浮遊粉塵量が法定値を超える場合は、全ての項

    目が満たされる換気量とする。

３. 運転時間の管理 １(1)①キ

 ① 換気設備は、目的の区画の使用開始時に必要な状態

    になる最も遅い時間に運転を開始し、使用終了時は、

    直ちに停止する。

 ② 換気設備の運転停止が、区画使用者の判断に委ねら

    れている場合は、運転時間に関する標準を区画使用

    者に周知徹底する。

１. 炭酸ガス濃度の測定 １(1)②ウ

 ①  所定の位置で、炭酸ガス濃度を定期に測定し、そ 　１回／２ヶ月

    の結果を記録する。

２. 運転電流とフィルター差圧の測定 １(1)②ウ

 ① 換気設備の送風機ファン運転電流を所定の位置で定 　１回／年

    期に測定し、その結果を記録する。

 ② 換気設備のフィルター差圧を所定の位置で定期に測 　１回／３ヶ月

    定し、その結果を記録する。

頁 ８

換気設備 版  数 第１版

判断基準
番  号

管 理 基 準

省エネルギー法に
基づくエネルギー
管 理 標 準

項
目

内 容
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１. 自動制御装置の保守点検 １(1)③イ

 ① 換気設備の熱損失や動力損失を防止する為、機械室 　１回／年

    及び電気室の自動制御装置(制御盤・センサー部・

    操作機構部)の機能を点検する。

２. 換気設備の保守点検 １(1)③ウ

 ① 換気設備の動力損失を防止する為、フィルターに目 　１回／年

    づまりが無いか点検し、フィルター差圧が設定値以

    上になった場合は、フィルターを交換若しくは清掃

    する。

 ② 換気設備の動力損失を防止する為、換気用吹出し口 　１回／年

    や吸込み口周辺に通風障害が無いか点検し、障害が

    ある場合は障害を除去する。

 ③ 換気設備の動力損失を防止する為、外気取入れ口に 　１回／年

    詰まりが無いか点検し、詰まっている場合は詰まり

    を除去する。

 ④ 換気設備の動力損失を防止する為、厨房排気ダクト  点検

    内の汚れ具合を点検し、必要に応じ排気ダクト内を 　１回／年

    清掃する。  清掃

　汚損が酷い時

 ⑤ 換気設備の動力損失を防止する為、厨房排気ファン  点検

    の汚れ具合を点検し、必要に応じ排気ファンを清掃   　１回／年

　　する。  清掃

　汚損が酷い時

 ⑥ 換気設備の動力損失を防止する為、送風機ファン駆 　１回／年

    動用ベルトの張り具合に異常が無いか点検し、異常

    がある場合は張り具合を調整する。

 ⑦ 換気設備の動力損失を防止する為、送風機ファン駆 　１回／年

    動用ベルトに損傷が無いか点検し、損傷が有る場合

    はベルトを交換する。

 ⑧ 換気設備の動力損失を防止する為、送風機ファンや  送風機

    駆動用電動機のベアリングに異音や過熱・振動が無 　１回／月

    いか点検する。  天井扇・換気扇

　１回／年

 ⑨ 換気設備の動力損失を防止する為、定期に送風機フ 　１回／年

    ァンのベアリングに給油する。

項
目

内 容
判断基準
番  号

管 理 基 準

省エネルギー法に
基づくエネルギー
管 理 標 準

第 二 章    個別設備管理標準 頁 ９

換気設備 版  数 第１版
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１. 容量の選定 １(1)④ウ

 ① 換気設備の容量は、需要の変化に柔軟に対応出来る

    ものとし、エネルギーの効率的利用を図るものとす

    る。

２. 全熱交換器の採用 １(1)④ア(ｵ)

 ① 換気設備は、外気取入れ部に室内排気との全熱交換

    器を採用し、夏期冷房時や冬期暖房時の空調負荷を

    軽減するものとする。

第１版

項
目

内 容
判断基準
番  号

管 理 基 準

省エネルギー法に
基づくエネルギー
管 理 標 準

第 二 章    個別設備管理標準 頁 １０
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１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・計測記録・

    保守点検・新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「給湯設備」に適用する。

１. 供給箇所の限定 １(2)①カ

 ① 給湯設備の供給箇所は、使用する範囲に限定し、不

    必要な運転を行わない。

２. 供給期間の管理 １(2)①カ

 ① 給湯設備の供給期間は、給湯を必要とする期間に限

    定し、不必要な運転を行わない。

 ② 給湯設備は、給湯の使用開始時に必要な状態になる

    最も遅い時間に運転を開始し、使用終了時は直ちに

    停止する。

 ③ 給湯設備の運転停止が、区画使用者の判断に委ねら

    れている場合は、運転時間に関する標準を区画使用

    者に周知徹底する。

３. 給湯温度の管理 １(2)①カ

 ① 給湯温度の設定が、区画使用者の判断に委ねられて

    いる場合は、温度設定に関する標準を区画使用者に

    周知徹底する。

４．稼働台数の制御 １(2)①ク

 ① 複数の給湯器で構成されている区画は、負荷の使用

　　状況に応じて稼働機器の選択及び稼働台数の縮減に

　　努める。

１. 給水量の測定 １(2)②イ

 ① 所定の位置で給水量を定期に測定し、その結果を記 　１回／月

　　録する。

２．給湯温度の測定 １(2)②イ

 ① 所定の位置で給湯温度を定期に測定し、その結果を 　１回／月

　　記録する。

１. 給湯器の保守点検 １(2)③ウ

 ① 給湯設備は効率低下を防止するため、熱交換器に付 　１回／年

    着したすすの確認を行う。（５０号以上のガス給湯

　　器）

 ② バーナーの燃焼状態の点検を行う。 　１回／年

版  数 第１版
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内 容
判断基準
番  号

管 理 基 準

省エネルギー法に
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管 理 標 準
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１. 容量の選定 １(2)④エ(ｱ)

 ① 給湯設備の容量は、給湯負荷の変化に柔軟に対応が

    出来るものとし、エネルギーの効率的利用を図るも

    のとする。

２. 給湯方式の選定 １(2)④エ(ｲ)

 ① 給湯設備の給湯方式は、使用量や使用時間等を総合

    的に勘案して中央方式と局所方式からエネルギーの

    効率的利用が図れる方式を選択する。

３. 加熱方式の選定 １(2)④エ(ｳ)

 ① 給湯設備の加熱源は、ヒートポンプシステムや潜熱

    回収方式等のエネルギーの効率的利用が図れる方式

    の採用を考慮する。

４. 特定機器の機種の選定 １(2)④オ

 ① エネルギーの使用の合理化に関する法律第７８条第

    １項により定められたエネルギーを消費する機械器

    具(特定機器)に該当する給湯設備を新設する場合は、

    当該機器に関する性能の向上に関する製造事業者等

    の判断の基準等に規定する基準エネルギー消費効率

    以上の効率のものの採用を考慮する。

管 理 基 準
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設

措

置

項
目

内 容
判断基準
番  号

省エネルギー法に
基づくエネルギー
管 理 標 準

第 二 章    個別設備管理標準 頁 １２

給湯設備 版  数 第１版



１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・計測記録・

    保守点検・新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「照明設備」に適用する。

１. 照度の管理 １(3)①ア

 ① 照明設備は、使用する区画ごとに日本工業規格

    (ＪＩＳＺ９１１０)に準ずる照度基準を設定し、こ

    れを維持する。

        製図室、事務室、実験実習室 　600±200 [Lx]

        教室、研究室、会議室、集会室、閲覧室 　500±200 [Lx]

        玄関ホール、エレベータホール 　300±200 [Lx]

        便所・洗面所・更衣室・階段 　100～200 [Lx]

        電気室・機械室 　150～300 [Lx]

        廊下・エレベータ・倉庫 　 75～150 [Lx]

２. 適正運用 １(3)①ア

 ① 昼光で十分な照度が得られる場合で施設運営上支障

    がない場合については、その区画の照明設備の全部

    又は一部を消灯若しくは減光する。

 ② 常時使用しない区画で保安上・安全上の問題が無い

    場合については、その区画の使用時以外は照明設備

    を消灯若しくは減光する。

 ③ 照明設備の運用が、区画使用者の判断に委ねられて

    いる場合は、照明設備の適正運用に関する標準を区

    画使用者に周知徹底する。

 ④ 玄関ホール・廊下等の照明設備は、点灯・消灯時間 　人感ｾﾝｻｰ設定時間

    を設定し、運用する。 　　　　　　　３分以下

 ⑤ 外灯は、タイマーやＥＥスイッチ等による自動点灯

    ・消灯とし、タイマーの点灯・消灯時刻の設定は、

    日の出・日の入り時刻に合わせてきめ細かく調整す

    る。

項
目

内 容
判断基準
番  号

管 理 基 準
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転

管

理

省エネルギー法に
基づくエネルギー
管 理 標 準
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１. 照度の測定 １(3)②

 ① 所定の測定点で照度を定期に測定し、その結果を記 　１回／年

    録する。

 ② 照度測定の方法は日本工業規格(ＪＩＳＣ７６１２)

    に準ずる方法とする。

    照度は特に断らない限り水平面照度を測定する。

    照度測定面の高さは、室内に机、作業台などの作業  ※照度基準に乖離がみられ

    対象面がある場合は、その上面または上面から５ｃ    る場合は、設備更新時に

    ｍ以内の仮想面とする。    考慮する。

    特に指定のない場合は、床上８０±５ｃｍ、和室の

    場合は畳上４０±５ｃｍ、廊下、屋外の場合は、床

    面または地面上１５ｃｍ以下とする。 

１. 照明器具及び光源ランプ等の清掃 １(3)③ア

 ① 光束減少によるエネルギー損失を防止する為、定期 　１回／年

    に照明器具表面や反射板・光源ランプ表面を清掃す

    る。

２. 光源ランプの交換 １(3)③ア

 ① 光源ランプの交換は、基準を決めて実施する。 　ランプ切れ発見時

１. 省エネルギー型器具の選定 １(3)④ア(ｱ)

 ① 照明器具は、電子回路式安定器(インバーター)を点 １(3)④ア(ｲ)

    灯回路に使用した蛍光ランプ(Ｈｆ蛍光ランプ)や高

    輝度放電ランプ(ＨＩＤランプ)、ＬＥＤ等の省エネ

    ルギー型器具の導入について考慮する。

 ② 既設照明器具の光源ランプ交換時は、可能な限り節

    電型ランプを使用するものとする。

２. 保守性の考慮 １(3)④ア(ｳ)

 ① 照明器具は、清掃や光源ランプの交換等の保守が容

    易な器具を選択する。

 ② 照明器具の設置場所や設置方法は、保守の容易な場

    所や方法を選択する。

３. 総合効率の考慮 １(3)④ア(ｴ)

 ① 照明器具は、光源の発光効率だけでなく、点灯回路

    や照明器具の効率及び被照明場所への照射効率も含

    めた総合的な照明効率を考慮する。
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４. 昼光の利用 １(3)④ア(ｵ)

 ① 昼光を利用することが出来る場所の照明設備の回路

    は、他の照明設備と別回路にして単独で点灯・消灯

    が出来るものとする。

 ② 昼光を利用することが出来る場所の照明設備は、セ

    ンサー等を用いて自動で消灯若しくは減光が出来る

    ものとする。

５. 無駄な照明の防止 １(3)④ア(ｶ)

 ① 無駄な照明を防止する為、人体感知装置の設置やタ

    イマーの利用・保安設備等との連動をして不必要な

    場所及び時間帯の消灯若しくは減光が出来るものと

    する。

６. 特定機器の機種の選定 １(3)④イ

 ① エネルギーの使用の合理化に関する法律第７８条第

    １項により定められたエネルギーを消費する機械器

    具(特定エネルギー消費機器)に該当する照明設備を   

    新設する場合は、当該機器に関する性能の向上に関

    する製造事業者等の判断の基準等に規定する基準エ

    ネルギー消費効率以上の効率のものの採用を考慮す

    る。
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照明設備 版  数 第１版
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省エネルギー法に
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第 二 章    個別設備管理標準 頁



１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・保守点検・

    新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「昇降機設備」に適用する。

１. 運転時間の管理 １(3)①イ

 ① 昇降機設備は、施設の使用開始時に運転を開始し、

    使用終了後は直ちに停止する。

 ② 昇降機設備が複数台有る場合は、時間帯や使用状況

    に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により、

    昇降機設備の総合的なエネルギー効率の向上に努め

    る。

１. 昇降機設備の保守点検 １(3)③イ

 ① 昇降機設備の動力損失を防止する為、安全点検とと 　１回／月

    もに摺動部への給油等の摩擦低減に必要な措置を講

    ずる。

１. 高効率機器の選定 １(3)④ウ

 ① 昇降機設備の制御方式は、建築物の用途・規模等を

    考慮して効率の高い制御方式を選択する。

 ② 昇降機設備の駆動方式は、建築物の用途・規模等を

    考慮してエネルギー効率の高い駆動方式を選択する。

 ③ 昇降機設備の設置計画は、建築物の用途・規模等を

    総合的に勘案して必要な輸送能力に応じた設置計画

    を立てる。
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昇降機設備 版  数 第１版



１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、保守点検を適切に行

    い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「給排水設備」に適用する。

１. 給排水設備の保守点検 １(3)③ウ

 ① 給排水設備の動力損失を防止する為、ポンプのベア 　１回／６ヶ月

    リングに異音や過熱・振動が無いか点検する。

    する。

 ② 給排水設備の動力損失を防止する為、ポンプのカッ 　１回／６か月

    プリング部に軸芯の狂いやカップリング

    ゴムの摩耗等が無いか点検する。

 ③ ポンプのグランド部漏水量を点検し、適正に調整す 　１回／６ヶ月

    る。
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給排水設備 版  数 第１版



１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・計測記録・

    保守点検・新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「受変電・配電設備」に適用する。

１.変圧器の管理 １(4)①ア

 ① 変圧器は、設備容量、需要率等を考慮して必要な容 　軽負荷時に変圧器を遮断

　　量を把握するとともに、変圧器の遮断等により無負

　　荷損を低減する。

２. 受電力率の管理 １(4)①イ

 ① 受変電・配電設備の受電端における力率を９８％以 　力率：９８％以上

    上で過度の進み力率としないように、高圧進相コン

    デンサを制御する。

１. 総合的な効率の把握に必要な事項の測定 １(4)②

 ① 受変電・配電設備の電圧・電流・力率・電力を定期 　１回／月

    に測定し、その結果を記録する。

 ② 受変電・配電設備の電力量を定期に測定し、その結 　１回／月

    果を記録する。   (毎月同日を基本とする)

 ③ 受変電・配電設備の最大電力（又は最大電流）を定 　１回／月

    期に測定し、その結果を記録する。

 ④ 変圧器の温度を定期に測定し、その結果を記録する。 　 　１回／月

１. 受変電・配電設備の保守点検 １(4)③

 ① 受変電・配電設備を良好な状態に維持する為、自家 　保安規程による

    用電気工作物保安規程に基づき定期に保守点検を実

    施する。
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１. 高効率機器の選定 １(4)④ア

 ① 変圧器は、高効率機器を選定するものとする。

２. 容量等の選定 １(4)④ア

 ① 受変電・配電設備の容量は、電力需要の変化に柔軟

    に対応が出来るものとし、エネルギーの効率的利用

    を図るものとする。

 ② 受変電・配電設備の配置は、電力需要の位置関係に

    鑑み効率の高い配置とする。

３. 特定機器の機種の選定 １(4)④イ

 ① エネルギーの使用の合理化に関する法律第７８条第

    １項により定められたエネルギーを消費する機械器

    具(特定エネルギー使用機器)に該当する変圧器を新

    設する場合は、当該機器に関する性能の向上に関す

    る製造事業者等の判断の基準等に規定する基準エネ

    ルギー消費効率以上の効率のものの採用を考慮す

　　る。

４. ビル管理システム(ＢＥＭＳ)の採用 １(4)④ウ

 ① ビルの総合的なエネルギー効率の向上を図る為、電

    気設備や空気調和設備等を総合的に管理し評価する

    ＢＥＭＳの採用を考慮する。

受変電・配電設備 版  数 第１版
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１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・保守点検・

    新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「事務用機器」に適用する。

１. 事務用機器の運転 １(6)①

 ① 事務用機器は、使用時のみ運転し使用終了後は、直

    ちに停止する。

１. 事務用機器の保守点検 １(6)②

 ① 事務用機器の効率を維持する為、大型事務機器等は    メーカーが推奨する

    定期に保守点検を実施する。    点検を実施

 ② 事務用サーバーは定期に清掃を実施し、埃等の除去 　１回／年

　　に努める。

１. 特定機器の機種の選定 １(6)③

 ① エネルギーの使用の合理化に関する法律第７８条第

    １項により定められたエネルギーを消費する機械器

    具(特定エネルギー使用機器)に該当する事務用機器

    を新設する場合は、当該機器に関する性能の向上に

    関する製造事業者等の判断の基準等に規定する基準

    エネルギー消費効率以上の効率のものの採用を考慮

　　する。
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事務用機器 版  数



１. 目的

    この管理標準は、省エネルギー法第４条並びに告示「判断の基準」に基づき、運転管理・計測記録・

    保守点検・新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

２. 適用範囲

    本大学に設置された「業務用機器(厨房機器・業務用冷蔵庫・自動販売機)」に適用する。

１. 業務用機器の運転 １(7)①

 ① 厨房機器は、使用時間帯を決めて運転し、使用終了

    後は直ちに停止する。

 ② 業務用冷蔵庫は、食品の詰め過ぎや庫内温度の冷え

    過ぎが無いよう管理し、エネルギー効率の向上に努

    める。

 ③ 自動販売機の電照装置は、使用時のみ点灯し、その

    他の時間は消灯若しくは減光する。

１. 業務用機器の稼働状態の把握 １(7)②

 ① 厨房用冷蔵庫の庫内温度を定期に測定し、その結果 　１回／日

    を記録する。

 ② 自動販売機の使用電力量を定期に測定し、その結果 　１回／月

    を記録する。   (毎月同日を基本とする)

１. 業務用機器の保守点検 １(7)③

 ① 業務用機器の効率を維持する為、定期に保守点検を    メーカーが推奨する

    実施する。    点検を実施
保
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業務用機器 版  数 第１版



１. エネルギー効率の高い機器の選定 １(7)④ア

 ① 業務用機器を新設する場合は、エネルギー効率の高

    い機器を選定する。

２. 空調負荷の軽減 １(7)④イ

 ① 熱を発生する業務用機器を新設する場合は、専用の

    排気フードや排熱装置を設ける等により空気調和設

    備の負荷を増大させないように考慮する。

３. 特定機器の機種の選定 １(7)④ウ

 ① エネルギーの使用の合理化に関する法律第７８条第

    １項により定められたエネルギーを消費する機械器

    具(特定機器)に該当する業務用機器を新設する場合

    は、当該機器に関する性能の向上に関する製造事業

    者等の判断の基準等に規定する基準エネルギー消費

    効率以上の効率のものの採用を考慮する。
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